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一般会計 補正予算編成の考え方

固定資産税・都市計画税の過納金相当額の損害の賠償を求める国家賠償請求事件について、最高裁判所の上告棄却
等の決定により、損害賠償金の支払を命ずる判決が確定したため、令和８年度一般会計補正予算（第３号）を編成
する。

補正予算の規模

現在予算額 補正予算額 補正後予算額

247,565,347 340,202 247,905,549

歳入歳出補正予算額

歳入 歳出

款 補正予算額 款 補正予算額

繰入金 340,202 総務費 340,202

合 計 340,202 合 計 340,202

（単位：千円） （単位：千円）



補正予算の内訳（歳出） 令和８年度 ６月補正予算

一般会計

事 業 補正額
国県
支出金

市 債 その他 一 財

■総務費 340,202

（１）訴訟関係経費
固定資産税・都市計画税の過納金相当額の損害の賠償を求める国家賠償請

求事件について、最高裁判所の上告棄却等の決定により、損害賠償金の支払
を命ずる判決が確定したため、賠償金の支払を行う。

340,202 0 0 0 340,202

（単位：千円）
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